
 
オーバーサイトに関する一般原則 

 
 

原則 A  透明性 

中央銀行は、システムに課する政策要件や基準およびこうした要件や基準の適用
を受けるシステムを決定するための基準を含む、オーバーサイト政策を定め公表
すべきである。 

 

原則 B  国際基準 

中央銀行は、国際的に認知された支払・決済システムのための基準を、適切な範
囲で採用すべきである。 

 

原則 C  実効的な権限と能力 

中央銀行は、オーバーサイト責任を実効的に果たすための権限と能力を持つべき
である。 

 

原則 D  整合性 

オーバーサイト基準は、中央銀行が運営するシステムを含む同種の支払・決済シ
ステムに対して、整合的に適用されるべきである。 

 

原則 E  他当局との協調 

中央銀行は、支払・決済システムの安全性や効率性を促進する上で、他の関連す
る中央銀行や当局と協調すべきである。 

 
 

（日本銀行仮訳） 


